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令和４年第１回若桜町議会定例会（第１号）

招集年月日 令和４年３月９日

招集の場所 若桜町役場（若桜町議会議場）

開   会 午前１０時３０分

応 招 議 員

谷 口   貴 小 林   誠

森 田 二 郎 前 住 孝 行

梶 原   明 山 本 晴 隆

山 本 安 雄 川 上   守

山 根 政 彦 中 尾 理 明

不応招議員

出 席 議 員

谷 口   貴 小 林   誠

森 田 二 郎 前 住 孝 行

梶 原   明 山 本 晴 隆

山 本 安 雄 川 上   守

山 根 政 彦 中 尾 理 明

欠 席 議 員

地 方 自 治 法 第

１２１条の規定に

より、説明のため

会議に出席した者



令和４年第１回若桜町議会定例会

会議の顛末

本会議（３月９日）

議会事務局長（下石裕美）

おはようございます。事務局長の下石です。

本定例会は、一般選挙後初めての議会です。

議長が選挙されるまでの間、地方自治法第

１０７条の規定により、出席議員の中で年長

の議員が臨時に議長の職務を行うことになっ

ています。

年長の中尾理明議員、議長席にお着き願い

ます。

臨時議長（中尾理明）

ただいま紹介されました中尾です。

地方自治法第１０７条の規定によって、臨

時に議長の職務を行います。どうぞよろしく

お願いいたします。

ただいまから、令和４年第１回若桜町議会

定例会を開会します。

本日の会議を開きます。

日程第１

「仮議席の指定」を行います。

「仮議席」は、ただいまご着席の議席とし

ます。

日程第２

「議長の選挙」を行います。

お諮りします。

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２

項の規定により、投票と指名推薦があります。

いずれの方法がよろしいでしょうか。

（投票の声あり）

「投票」の声がございます。

したがって、それを認め、議長の選挙は投

票で行うことといたします。

これにご異議ございませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

議長選挙は投票で行うことに決定しました。

暫時休憩します。

   午前９時３２分  休 憩

（議場において全員協議会開催）

   午前９時５０分  再 開

臨時議長（中尾理明）

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

議場の出入口を閉めます。

（事務局職員が議場を閉める）

傍聴者の方も出入りができませんのでよろ

しくお願いいたします。

ただいまの出席議員数は、１０人です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に谷口貴議員、森田二郎議員を指名しま

す。

投票用紙を配ります。

念のため申し上げます。投票は単記無記名

です。

（事務局職員が投票用紙を配る）

投票用紙の配布漏れはありませんか。

（配布漏れなし）

配布漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（事務局職員点検・異状なし）

異状なしと認めます。

それでは、投票用紙にご記入ください。

（投票用紙記入）

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を読み上げます

ので、順番に投票をお願いいたします。

議会事務局長（下石裕美）

それでは、順次投票していただきます。

１番谷口貴議員、２番森田二郎議員、３番

梶原明議員、４番山根政彦議員、５番山本安

雄議員、６番小林誠議員、７番前住孝行議員、

８番山本晴隆議員、９番川上守議員、１０番



中尾理明議員。

臨時議長（中尾理明）

投票漏れはありませんか。

（投票漏れなし）

投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

それでは開票を行います。

谷口貴議員、森田二郎議員、開票の立会い

をお願いいたします。

（立会人立会いのもと、開票）

選挙結果を報告します。

投票総数１０票、有効投票１０票、無効投

票ゼロ票です。

有効投票のうち、前住議員４票、山根議員

６票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は３票です。

したがって、山根議員が議長に当選されま

した。

議場の出入口を開きます。

（事務局職員が議場を開ける）

ただいま、議長に当選された山根議員が議

場におられます。

会議規則第３３条第２項の規定によって、

当選の告知をします。

続いて、当選人山根議員の発言を求めます。

山根議員。

議員（山根政彦）

ただいま皆さんのご指示によって議長に就

任することができました。先ほどの決意表明

でも申し上げたとおり、私一人で若桜町議会

を変えていくということは不可能でございま

す。皆様のお一人おひとりのお力によって、

この若桜町議会の、また、若桜町を変えてい

きたいというふうに思います。

微力ではございますが、４年間よろしくお

願いいたします。

臨時議長（中尾理明）

では、山根議長、議長席にお着き願います。

以上で私の任務は全て終了しました。

ご協力ありがとうございました。

議長（山根政彦）

暫時休憩いたします。

  午前１０時００分  休 憩

   （議席の変更）

  午前１０時２０分  再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

日程の追加についてお諮りします。

お手元に配布の「第１号の追加１」のとお

り、日程第１から日程第９までを日程に追加

したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、日程第１から日程第９までを

日程に追加することに決定しました。

追加日程第１

「議席の指定」を行います。

議席は、会議規則第４条第１項の規定によ

り、ただいま着席のとおりと指定します。

追加日程第２

「会議録署名議員の指名」を行います。

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２５条の規定により、議長において、谷

口貴議員、森田二郎議員を指名します。

追加日程第３

「会期の決定について」を議題とします。

お諮りします。

今期定例会の会期は、本日から３月２３日

までの１５日間としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から３月２３日ま



での１５日間と決定いたしました。

追加日程第４

副議長の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２

項の規定により、投票と指名推薦の方法があ

ります。

いずれの方法がよろしいでしょうか。

（投票の声あり）

「投票」という発言がありましたので、副

議長の選挙は投票で行うこととします。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

副議長選挙は投票で行うことに決定いたし

ました。

暫時休憩いたします。

  午前１０時２３分  休 憩

（議場にて全員協議会開催）

  午前１０時３５分  再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

議場の出入口を閉めます。

（事務局職員が議場を閉める）

ただいまの出席議員数は１０人です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に梶原明議員、山本安雄議員を指名しま

す。

投票用紙をお配りします。

念のために申し上げます。投票は、単記無

記名です。

（事務局職員が投票用紙を配る）

投票用紙の配布漏れはありませんか。

（配布漏れなし）

配布漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（異状なし）

異常なしと認めます。

それでは、投票用紙にご記入ください。

（投票用紙記入）

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と名前を読み上げます

ので、順番に投票をお願いします。

事務局長（下石裕美）

それでは順次投票をしていただきます。

１番谷口貴議員、２番森田二郎議員、３番

梶原明議員、４番山本安雄議員、５番小林誠

議員、６番前住孝行議員、７番山本晴隆議員、

８番川上守議員、９番中尾理明議員、１０番

山根政彦議員。

議長（山根政彦）

投票漏れはありませんか。

（投票漏れなし）

投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

これより、開票を行います。

梶原明議員、山本安雄議員、開票の立会い

をお願いいたします。

（立会人立会いのもと、開票）

選挙の結果を報告します。

投票総数１０票、有効投票１０票です。

有効投票のうち、前住孝行議員４票、小林

誠議員６票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は３票です。

したがって、小林誠議員が副議長に当選さ

れました。

議場の出入口を開きます。

（事務局職員が議場を開ける）

ただいま副議長に当選されました小林誠議

員が議場におられます。

会議規則第３３条第２項の規定によって当

選の告知をします。

続いて、当選人小林誠議員の発言を求めま

す。



議員（小林誠）

どうも皆さんありがとうございます。議長

と一緒になって町の諸問題を前向きに取り組

んでいきたい、そういう思いで頑張っていき

たいと思いますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。ありがとうございました。

議長（山根政彦）

確認のために暫時休憩を取ります。

（議席の変更）

議長（山根政彦）

会を開会します。

追加日程第５

議席の一部変更を行います。

先ほど行われました副議長の選挙に伴い、

会議規則第４条第３項の規定により、議席の

一部を変更します。

山本安雄議員の議席を４番に、小林誠議員

の議席を９番に、前住議員の議席を５番に、

山本晴隆議員の議席を６番に、川上守議員の

議席を７番に、中尾理明議員の議席を８番に

変更します。

暫時休憩いたします。

   午前１０時４６分  休 憩

  

   午後 １時４０分  再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引続き、会議を再開いたします。

追加日程第６

常任委員会委員の選任を行います。

お諮りします。

常任委員の選任につきましては、委員会条

例第６号第４項の規定により、谷口貴議員、

森田二郎議員、梶原明議員、山本安雄議員、

前住孝行議員、山本晴隆議員、川上守議員、

中尾理明議員、小林誠議員、山根政彦の１０

名を総務産業教育民生常任委員会委員に指名

したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名しました議員を

総務産業教育民生常任委員会委員に選任する

ことに決定いたしました。

追加日程第７

議会運営委員会委員の選任を行います。

お諮りします。

議会運営委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第６条第４項の規定により、梶原

明議員、小林誠議員、山本晴隆議員、川上守

議員を議会運営委員にそれぞれ指名したいと

思います。

これにご異議ありませんか.

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名しました議員を

議会運営委員に選任することに決定しました。

追加日程第８

鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の

選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法につきましては、地方自治法第

１１８条第２項の規定により、指名推薦にし

たいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推薦で行う

ことに決定しました。

お諮りします。

指名の方法につきましては、議長が指名す

ることにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定し

ました。



鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員に

小林誠議員を指名します。

お諮りします。

ただいま議長が指名しました小林誠議員を、

鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名しました小林誠

議員が、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会

議員に当選されました。

小林誠議員が議場におられますので、会議

規則第３３条第２項の規定によって、当選の

告知をします。

続いて、当選人小林誠議員の発言を求めま

す。

議員（小林誠）

はい。議長。

よろしくお願いしたいと思います。

議長（山根政彦）

追加日程第９の案件は、私自身に関わりを

持つことから、副議長において会議を進めて

いただきます。

（副議長と交代し、議長は議席１０番へ）

副議長（小林誠）

それでは、追加日程第９、鳥取県東部広域

行政管理組合議会議員の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法につきましては、地方自治法第

１１８条第２項の規定によって、指名推選に

したいと思います。

これにご異議はありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は、指名推選で行

うことに決定いたしました。

お諮りします。

指名方法については、副議長が指名するこ

とにしたいと思います。

これにご異議はありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、副議長が指名することと決定

しました。

鳥取県東部広域行政管理組合議会議員に山

根政彦議員を指名します。

お諮りします。

ただいま副議長が指名しました山根政彦議

員を、鳥取県東部広域行政管理組合議会議員

の当選人と定めることにご異議はありません

か。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、山根政彦議員が鳥取県東部広

域行政管理組合議会議員に当選されました。

山根政彦議員が議場におられますので、会

議規則第３３条第２項の規定によって、当選

の告知をします。

続いて、当選人山根政彦議員の発言を求め

ます。

議員（山根政彦）

皆さんよろしくお願いします。

副議長（小林誠）

それでは議長に交代をします。

（議長へ交代）

議長（山根政彦）

以上で、本日の日程は全部終了いたしまし

た。

本日はこれにて散会します。

  午後 １時４９分  散 会


